
 

OCC Mobile SIMサービス利用規約 

 

第1条 （規約の適用） 

株式会社オーシーシー（以下、「当社」といいます）は、このOCC Mobile SIMサービス利用規約（以下、「本規

約」といいます。）を定め、本規約に基づきOCC Mobile SIMサービスを提供します。 

2 当社が第4条（通知）により、又はその他の方法で行う案内及び注意事項等は、本規約の一部を構成するものと

し、当社と本サービスの利用に関する契約を締結している者はこれに従うものとします。 

 

第2条 （規約の変更） 

当社は、利用者に通知することにより本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約

によります。 

 

第3条 （用語の定義） 

本規約で使用する用語の意味は次のとおりとします。 

本サービス 

当社が提供するモバイル通信サービスである「OCC Mobile SIMサービス」。 

   利用者 

     当社と本サービスの利用に関する契約（以下、「本契約」といいます。）を締結している者。 

   プラン 

     当社が別に定める、本サービスにおいて提供役務ごとに設定する料金プラン。 

端末機器 

本サービスを利用するために必要な通信機器。 

SIMカード 

利用者識別番号その他の情報を記憶することができる ICカードであって、本サービスの提供にあたり、

プランに応じて当社から利用者へ貸与されるもの。 

接続事業者 

電気通信事業者であるフリービット株式会社。 

個人情報 

利用者の識別が可能な情報を含む利用者個人に関する全ての情報。 

ユニバーサルサービス料 

電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）に定める基礎的電気通信役務の安定した提供の確保に必要な

負担にあてるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則（平成 14年総務省

令第64号）により算出された額に基づいて、当社が定める料金。 

 

第4条 （通知） 

当社から利用者への通知は、電子メール、書面の郵送又は本サービスホームページ上での掲載等、当社が適当と

判断する方法により行うものとします。 

2 前項の通知は、当社が電子メール若しくは書面等を当社より発信した時点、またはホームページ上に掲載した時

点より効力を生じるものとします。 

 

第5条 （契約の単位等） 

本サービスは、1つのSIMカード毎に1の本契約が成立するものとします。 

2 利用者は、1つの本契約毎に1つのプランを選択するものとします。 

3 当社は、1つの本契約毎に、利用者にSIMカードを貸与の方法により提供します。 

 

第6条 （申し込みの方法） 

本契約の申込みにあたっては、「反社会的勢力排除に関する確認書」及び、本規約に同意の上、当社所定の手続き

に従って行うものとします。 

 

第7条 （申し込みの承諾） 

当社は、本サービスの申し込みがあったときは、受付けた順序に従ってその契約の申し込みを審査します。審査



 

の結果申込みを承諾する場合、当社は、本サービスの申込者に対して、SIM発送準備完了の通知をします。 

2 本サービスの申込みをする者は、前項の定めに関わらず、次の場合には当社がその申込みを承諾しないことがあ

ることをあらかじめ了承するものとします。 

(1) 本サービスの提供をすることが当社の業務の遂行上または技術上著しく困難なとき。 

(2) 本サービスの申し込みをした者が、本サービス以外の当社が提供する他のサービス（以下、「他サービス」と

いいます。）の料金または工事に関する費用等の支払いを現に怠っている、または怠るおそれがある若しくは

過去に怠ったことがあるとき。 

(3) 本サービスの申込みをした者が、他サービスにおいて利用停止または解約をされたことがあるとき。 

(4) 本サービスの申込みをしたものが、本規約に違反している、または違反するおそれがあるとき、若しくは過去

に違反したことがあるとき。 

(5) 本サービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の届出をしたとき。 

(6) 本サービスの申込みをした者が、制限能力者であって、申込みにあたり法定代理人等の同意を得ていないとき。 

(7) その他、上記に準ずる場合で、当社が申込みを承諾することが不適当と判断したとき。 

 

第8条 （契約の成立） 

本サービスの申込みに対して、第 7条（申し込みの承諾）1項で定める当社の承諾があった時点で本契約が成立

するものとします。 

 

第9条 （権利義務譲渡の禁止） 

利用者は、本契約上の地位及び本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡、再販売、又は担保に供することがで

きません。 

 

第10条 （届出事項の変更等） 

利用者は、当社への届出事項（氏名、住所、請求書の送付先、電話番号及びメールアドレス等）に変更があった

ときは、速やかに当社所定の手続きに従い届け出るものとします。 

2 前項の届出を怠ったことにより、利用者が当社からの通知が到達しない等、不利益を被った場合においても、当

社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

 

第11条 （地位の承継） 

法人の合併等により利用者の権利義務の承継が発生した場合、利用者の地位も承継されるものとし、合併後存続

する法人若しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、速やかに当社所定の手続きに従

い届け出るものとします。 

 

第12条 （利用者による解約） 

利用者は、本契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社所定の方法により通知するものとします。 

2 当社は、前項において、当月の 20 日（土日祝日及び当社指定休日の場合は前営業日とします。）までにその通

知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、21日以降にその通知を確認できた場合には、当該

通知のあった月の翌月の末日に解約を行うものとします。毎年2月については、19日（土日祝日及び当社指定休

日の場合は前営業日とします。）までにその通知を確認できた場合、当月末日をもって解約を行うものとし、20

日以降にその通知を確認できた場合には、当該通知のあった月の翌月の末日をもって解約を行うものとします。

ただし、当社が別に定める場合においては、この限りではありません。 

3 利用者は、本条の規定に基づき当社が解約手続きをした時点において、既に発生している料金等について、本規

約に基づいて支払うものとします。 

 

第13条 （当社による解約） 

当社は、利用者が第16条（利用停止）1項各号の規定に該当し、利用を停止された場合で、相当期間経過後もな

お同号に該当する場合には、利用者に対し通知その他の手続きをすることなく本契約を解約できるものとします。 

2 当社は、利用者が第16条（利用停止）1項各号の規定に該当する場合に、その行為が当社の業務の遂行に著しく

支障を及ぼすと認められるときは、利用停止をせずに直ちに当該契約を解約することがあります。 

3 当社は、利用者について、破産、民事再生または会社更生法の適用申立、その他これに類する事由が生じたこと

を知ったときは、本契約を解約することがあります。 



 

4 当社は、利用者について、その財政状態が明らかに悪化しており、本サービスの料金の支払いやその他の債務の

履行が困難と判断される場合、本契約を解約することがあります。 

5 当社は、利用者について、利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者その他反社会勢力（以

下、「暴力団等」という。）であること、暴力団等であったこと、暴力団等が経営に関与していること等が判明し

た場合、本サービス契約を解約できるものとします。 

6 利用者は、前各項の規定により解約となった場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は利用者に対して通知その

他の手続きをすることなく、料金等の支払いを請求できるものとし、利用者は料金等を支払うものとします。 

 

第14条 （サービス内容） 

本サービスの詳細及び端末機器は、別に定めるところによります。 

2 本サービスの通信速度は、ベストエフォートであり、理論上の最大速度を実効速度として保証するものではあり

ません。通信環境や混雑状況により通信速度が変化する可能性があります。 

3 当社は、利用者の本サービス利用にあたり、電話番号を付与する場合があります。当社は、業務の遂行上または

技術上やむを得ない理由があるときは、当該電話番号を変更することがあります。 

4 本サービスの提供エリアは、株式会社 NTT ドコモの定める提供エリアとします。 

5 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、通信の最適化をする場合がありま

す。 

6 本サービスについて、オプションサービスを提供することがあります。オプションサービスの内容、料金、その

他の事項については別途定めるものとし、別段の定めがない限りオプションサービスについても本規約が適用さ

れるものとします。 

7 本サービスの提供地域は、日本国内とします。 

8 利用者は、その当時有効な利用者の利用規則のほか、キャリア及びその他の電気通信事業者の通信に関する約款、

規則及び利用条件に従うものとします。 

 

第15条 （提供の中止） 

当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することがあります。 

(1) 当社又は接続事業者の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。 

(2) 当社又は接続事業者が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。 

(3) 第17条（非常事態が発生した場合等における利用の制限）の定めにより通信制限をおこなうとき。 

(4) 接続事業者の電気通信事業の休止、接続事業者設備の保守、工事により、当社が本サービスの提供を行うこと

が困難になったとき。 

2 当社は、前項の規定により運用の一時中止又は変更をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日及び

期間を当社を通じて利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。 

 

第16条 （利用停止） 

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間（第 1号の場合にあっては、その料金等が支払わ

れるまでの間）を定めて、本契約に係る通信を停止することがあります。 

(1) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。 

(2) 虚偽の届出をしたことが判明したとき。 

(3) 第 10条（届出事項の変更等）所定の届出を怠ったことにより、利用者が当社に届け出た住所若しくは居所に

いないことが明らかな場合であって、当社がその事実を確認したとき。 

(4) 第19条（禁止事項）の規定その他本規約の規定に違反したとき。 

(5) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。 

(6) 破産、民事再生、会社更生、または特別清算開始の申立てがあったとき。 

(7) クレジットカードの利用が差し止められるまたは料金集金制度取扱会社から遅延情報が届く等、財産状態が悪

化したと認められる場合またはそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 

(8) 前各号のほか、本規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気

通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。 

2 当社は、当社と複数の契約を締結している利用者（住所、氏名、電話番号及び支払方法等の内容に照らして、同

一の利用者と当社が判断した場合を含みます）が、そのいずれかの契約において、前項第1号から第8号に該当

したときは、そのすべての契約について、前項の措置を行うことができるものとします。 



 

3 利用者は、本サービスの一時的な利用停止を希望するときは、当社指定の方法により通知するものとします。な

お、当該利用停止期間中も本サービスの利用料金は発生します。 

4 当社は、インターネットセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストにより特定される Web サイトま

たはコンテンツに対する利用者からの閲覧要求を検知し、当該閲覧を遮断することがあります。 

 

第17条 （非常事態が発生した場合等における利用の制限） 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき又は当社が設置する電気通

信設備の障害その他やむを得ない事由により、本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防もし

くは救援、交通、通信もしくは電力供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の

利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うため、本サービスの利用を制限し、又は停止

する措置を取ることがあります。その場合、当社は、当該措置について、一切その責任を負わないものとします。 

 

第18条 （通信の制限） 

本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該

通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信

を行うことができない場合があります。 

2 当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 

3 当社は、利用者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生等、帯域を継続的かつ大

量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について速度や通信量を制限することがあります。また、フ

ァイル交換（P2P）ソフトウェアについては、そのサービスの形態から帯域を継続的かつ大量に占有することが

明らかであるため、当社が別に定める一覧表に基づきデータ通信速度を制限するものとし、利用者はあらかじめ

当該制限につき同意するものとします。 

4 当社は、1つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超える

ときは、その通信を切断することがあります。 

5 当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社または第三者のネットワークに過大な

負荷を与えている利用者の通信を制御または帯域を制限する場合があります。 

6 当社は、当社所定の通信手段を用いて行われた通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあ

ります。 

7 当社は、本条2項乃至6項に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行う

ことがあります。 

8 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した

児童ポルノアドレスリスト（同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたイ

ンターネット上の接続先情報をいいます。）において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。 

 

第19条 （禁止事項） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為（そのおそれのある行為を含みます。）を行わないものとしま

す。 

(1) 第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシーまたは肖像権、財産、その他権利を侵害す

る行為。 

(2) 第三者または当社への誹謗、中傷または名誉若しくは信用を毀損する行為。 

(3) 第三者または当社への詐欺もしくは業務妨害等の犯罪行為、またはこれを誘発もしくは扇動する行為。 

(4) 第三者または当社に不利益を与える行為。 

(5) 無差別または大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為。 

(6) 本人の同意を得ることなく、第三者が嫌悪感を抱くメール等を送信する行為。 

(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為。 

(8) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を

行う行為。 

(9) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。 

(10) 未成年者に対して閲覧させるにふさわしくない画像、データ等を送信若しくは表示する行為または収録した媒

体その他成人向けの商品等を販売若しくは配布する行為。 

(11) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設しまたはこれを勧誘する行為。 



 

(12) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段（いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。）

により第三者の個人情報を取得する行為。 

(13) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為（偽装をするためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為

を含みます。）。 

(14) 有害なコンピュータプログラム等を送信しまたは第三者が受信可能な状態のまま放置する行為。 

(15) 他人のウェブサイト等、本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為。 

(16) 自己の ID情報を他人と共有し又は他者が共有しうる状態に置く行為。 

(17) 他人になりすまして本サービスを使用する行為（他の利用者の ID情報を不正に使用する行為、偽装するため

にメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます。）。 

(18) 他人の管理する掲示板等（ネットニュース、メーリングリスト、チャット等を含みます）において、その管理

者の意向に反する内容又は態様で、宣伝その他の書き込みをする行為。 

(19) 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメール等（嫌がらせメール）を

送信する行為。 

(20) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 

(21) 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等）を請負し、

仲介し又は誘引（他人に依頼することを含む）する行為。 

(22) 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌

悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。 

(23) 人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は他人に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。 

(24) 犯罪や違法行為に結びつく、又はそのおそれの高い情報や、他人を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシ

ーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。 

(25) 第三者若しくは当社の設備、当社の業務の運営または第三者による本サービスの利用に支障を与える行為。 

(26) 法令に違反する行為または公序良俗に反する行為（暴力、売春、残虐、冒涜的な行為・発言等）。 

(27) 他人の施設、設備又は機器に権限なくアクセスする行為。 

(28) 前各号のいずれかに該当する行為が見られる情報またはデータ等の入手をリンクする等の手段によって容易

にさせ、その行為を助長する行為。 

(29) 他の利用者の統計的な平均利用を著しく上回る大量の通信量を継続して発生させ、当社あるいは第三者のネッ

トワークに過大な負荷を与える行為。 

(30) 他人が管理するサーバー等に著しく負荷を及ぼす態様で本サービスを使用し、又はそれらの運営を妨げる行為 

(31) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為。 

(32) その他、法令もしくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害する行為。 

(33) 本サービスを再販売し、または第三者に提供する行為。 

(34) その他当社が不適当と判断した行為。 

2 利用者は、前項の規定に違反して当社の業務に支障を与えたときまたは与えるおそれがあるとき（電気通信設備

を亡失または毀損したときを含みます。）は、当社が指定する期日までに当社がその対応に要した費用を支払う

ものとします。 

3 利用者が第1項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続きをすることな

く次の措置を行うことができるものとします。 

(1) 利用者に対し、当該行為の中止、修正またはデータの移動、その他必要な措置等を行うことを要求すること。 

(2) 本サービス内に蓄積する情報またはデータ等を利用者若しくは第三者が閲覧できない状態に置くまたは削除

すること。 

(3) その他禁止行為を停止するために必要な措置を行うこと。 

3 当社は前項の義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行わないことにより利用者または第三者が被った

損害に関しては、一切責任を負わないものとします。 

 

第20条 （料金等） 

本サービスには、以下の料金が発生します。 

(1) 初期費用 

(2) プラン毎に定める月額サービス料金（SIMカードレンタル料金含みます。） 

(3) ユニバーサルサービス料 

(4) 事務手数料 

2 利用者は、第8条（契約の成立）の定めにより、本契約が成立したときから、料金等を支払う義務を負うものと



 

します。 

3 第15条（提供の中止）、第16条（利用停止）、第17条（非常事態が発生した場合等における利用の制限）、第18

条（通信の制限）があった場合においても、利用者は本条2項に係る義務を負うものとします。 

4 利用者は、本条第1項の料金等に併せてユニバーサルサービス料を支払うものとします。なお、ユニバーサルサ

ービス料について日割計算は行いません。 

 

第21条 （料金の計算方法と利用開始日） 

当社は、当月初日から当月末日までを1料金月として、料金を計算します。 

2 本サービス料金は、当社が利用者にSIMカードを発送した日より翌々日を課金開始日とします。 

3 前項に定める利用開始日が月の途中である場合、当該利用開始日の属する月の月額サービス料金に限り、当該利

用開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割り計算をします。 

4 当社は、料金その他の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。 

5 初期費用は、第8条（契約の成立）に定める本契約が成立した日に発生します。利用者は、何らかの事情により

SIMカードの受領を拒否した場合（住所入力不備等により、当社にSIMカードが返送された場合を含めます。）

または当社がSIMカードを発送した後、30日間以内に利用者がSIMカードを受領しなかった場合であっても、

初期費用を支払うものとします。 

 

第22条 （解約違約金の支払義務） 

利用者は、第21条（料金の計算方法と利用開始日）2項に定める利用開始日が属する月内に第12条（利用者に

よる解約）又は第13条（当社による解約）の規定により本契約の解約があったときは、１つの本契約毎に解約違

約金として3,000円（非課税）を当社の定める期日までに支払わなければなりません。 

 

第23条 （事務手数料の支払義務） 

利用者は、本サービスを利用するに当たり、当社が別に定める事務手数料を支払わなければなりません。 

 

第24条 （料金等の支払方法） 

利用者は、当社が定める期日までに当社所定の方法により料金等を支払うものとします。 

2 利用者が料金等を支払う際に要する費用は、利用者の負担とします。 

 

第25条 （遅延損害金） 

利用者は、本サービスの料金、料金等を支払期日までに支払わないときは、所定の支払期日の翌日から支払日ま

での日数に、年14.5％の利率で計算した金額を遅延損害金として、本サービスの料金等の債務と一括して、当社

が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。 

2 前項の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、利用者の負担とします。 

 

第26条 （消費税） 

当社が利用者に請求する料金等は、消費税相当額を加算するものとします。 

 

第27条 （電気通信事業者への情報の通知） 

利用者は、第12条（利用者による解約）、第13条（当社による解約）の規定に基づき契約を解除した後、料金

その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者（当社が別に定める携帯電話事業者、ＰＨＳ事

業者及びＢＷＡ事業者（ＢＷＡアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。）とし、当社の

プライバシーポリシーにおいてその事業者名を明示するものをいいます。なお、以下「情報提供電気通信事業者」

といいます。）からの請求に基づき、氏名、住所、利用者識別番号、生年月日及び支払状況等の情報（以下「利

用者情報」といいます。）を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。 

 

第28条 （端末機器） 

本サービスの利用には、端末機器が必要となります。利用者は、自らの判断により端末機器を用意し、自己の責

任において維持するものとします。 

2 当社は当社独自の調査により、本サービスを利用することが出来る端末機器を公表します。ただし端末機器は製

造時期や開示されていない詳細の仕様等により動作の確認が出来た端末機器と同型の端末機器であっても本サー



 

ビスの一部または全部が利用出来ない場合があり、当社の適合端末機器の公表はその全ての機能についての適合

性を保障するものではありません。また、当社は利用者の指定する端末機器を調査する義務を負いません。 

 

第29条 （SIMカード） 

当社は、利用者に対して、本サービスの利用に必要なSIMカードを貸し出します。ただし、当社が別に定める場

合においてはこの限りではありません。 

2  SIMカードの仕様、性能等は予告なしに変更する場合があります。 

 

第30条 （SIMカードの故障等） 

利用者は、SIMカードが故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、SIM

カード又は交換の修理を請求することができるものとします。なお、費用については、当社が別に定めるものと

し、利用者はこれを支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事

由による場合は、当社は無償により交換を行います。 

 

第31条 （SIMカードの返却） 

本契約の解約があった場合、利用者は、当社が指定する方法により、SIMカードを解約成立日の翌月5日（5日

が土日祝日の場合はその前営業日）までに当社へ返却を求める場合があります。当社が返却を求めたときであっ

て、期日までに返却がない場合、利用者は当社が別に定めるSIMカードの費用を支払うものとします。 

 

第32条 （ID及びパスワードの管理） 

本サービスの利用にあたり、当社または接続事業者より ID 及びパスワードを発行することがあります。この場

合、利用者は当該 ID及びパスワードについて管理する義務を負うものとします。 

2 利用者は、自己の管理下にある特定の第三者（同居の家族または法人の場合の従業員）を除き自己の ID 及びパ

スワードを第三者に使用させ、または売買、譲渡若しくは貸与等をしてはならないものとします。 

3 前項において、自己の管理下にある特定の第三者に利用させる場合においては、本規約を遵守させるものとしま

す。ただし、その場合において当社は利用者本人による利用とみなし、利用者は当該第三者の行為につき一切の

責任を負うものとします。 

4 利用者が ID 及びパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合、当社は利用者の故意過失の

有無にかかわらず、その料金等を当該利用者に請求できるものとし、利用者が被る損害等について当社及び接続

事業者は一切責任を負わないものとします。 

5 利用者は、本サービスの適切な運用のため、キャリア、接続事業者及びその協定事業者、並びに運送会社等委託先会社

との間で、利用者の個人情報及び ID情報の授受を行うことを了承します。 

 

第33条 （責任の制限） 

当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、本サービスが全く利用でき

ない状態（本契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の

状態となる場合を含みます。以下本条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、

24時間以上その状態が連続したときに限り、当社は、その全く利用できない時間を 24で除した商（小数点以下

の端数を切り捨てるものとします。）に月額基本料金の30分の1を乗じて算出した額を発生した損害とみなし、

その額に限って賠償します。 

2 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。 

3 当社は、予見可能性の有無にかかわらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害及び逸失

利益については、一切責任を負わないものとします。 

 

第34条 （免責事項） 

当社は、利用者が本サービスを利用したことまたは利用できなかったこと若しくは本契約に関連して損害を被っ

た場合、第33条（責任の制限）による場合を除き、一切責任を負わないものとします。 

2 当社は当社設備に蓄積または保管された情報またはデータ等を保護する義務を負わないものとし、その消失、削

除、変更または改ざん等があった場合においても前項と同様とします。 

3 当社は、本サービスによる通信に関し、その品質を保証することはできません。 

4  当社及び接続事業者は、ホストコンピューター、ネットワークセンター及びアクセスポイント（以下本条におい



 

ては「ネットワーク」といいます。）を通過する情報の内容については管理することができません。また、当社及

び利用者は、上記情報についていかなる保証もしません。利用者は、ネットワークを通じて取得した情報の利用

について自ら責任を負うものとします。 

5 当社は、本サービスに関する技術的サポートに関し、サポートの有用性、正確性等一切の保証を行いません。 

6 当社は、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等について、その完全性、正確性、有効性その他何

ら保証もしないものとします。 

7 当社は、利用者の行為については、一切の責任を負わないものとし、利用者は、第三者との間で紛争が生じた場

合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠

償する義務を負うものとします。 

8 天災、事変、その他不可抗力、第三者の設備及び回線等の障害等、当社の責めに帰し得ない事由により利用者が

被った損害においては、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第35条 （個人情報の取扱い） 

当社は、本サービスの提供において知り得た個人情報は、当社が別途定める「個人情報の取り扱い」に則り、善

良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 

2 利用者の個人情報は司法機関等公的機関の要請がある場合には開示されることがあります。また、利用者の利用

状況は個人の特定ができないような統計的情報として加工することを条件に、当社及び接続事業者の用に供し又

は第三者に提供することがあります。 

3 利用者は、本サービスの運用のため、利用者のアカウント情報等の個人情報が当社と接続事業者との間でやりと

りされることに同意するものとします。 

 

第36条 （サービスの休廃止） 

当社は、事前に通知その他の手続きをすることなく、本サービスの内容の変更等をできるものとします。ただし、

利用者にとって不利な変更等の場合、当社は事前に通知するものとします。 

2 当社は事前に通知することで、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止できるものと

します。 

 

第37条 （分離性） 

本規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受け

ず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。 

 

第38条 （準拠法） 

本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。 

 

第39条 （管轄裁判所） 

本サービスに関する訴訟については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

附 則 

この利用規約は、2017年 9月 1日から実施します。  



 

オプション機器特約 

 

第1条 （特約の適用） 

当社は、「オプション機器特約」（以下、「本特約」といいます。）を定め、本特約によりオプション機器を提供し

ます。 

2 用語の定義及び本特約に記載のない事項はOCC Mobile SIMサービス利用規約（以下、「規約」といいます。）に

則るものとし、本特約と規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。 

 

第2条 （オプション機器） 

利用者は、利用者の選択により、当社に対してオプション機器の購入を申し込むことが出来ます。 

 

第3条 （オプション機器の提供地域） 

当社は、日本国内においてのみオプション機器を提供するものであり、日本国外では提供しません。 

 

第4条 （オプション機器の購入申込資格） 

オプション機器の購入の申し込みは、本サービスの利用者に限り、行うことができます。 

 

第5条 （購入申し込み） 

プション機器の購入申し込みにあたっては、本約款に同意の上、当社所定の手続きに従って行うものとします。 

2 利用者と当社との間のオプション機器に関する売買契約（以下、「売買契約」といいます。）は、前項に基づく

購入申し込みを当社が受け付け、これを当社が承諾した時点で成立するものとします。承諾は、当社所定の方法

で通知することにより行われます。 

 

第6条 （購入申し込みに対する拒絶） 

当社は、利用者によるオプション機器の購入申し込みに対し、利用者が規約第12条（申込の承諾等）に該当する

場合、前条第１項の申し込みを承諾しないことがあります。 

 

第7条 （オプション機器の代金等） 

オプション機器の代金は、別に定めるものとします。 

2 オプション機器の配送に要する費用は、当社の負担とします。 

 

第8条 （オプション機器代金の支払方法） 

利用者は、当社が定める期日までに当社所定の方法によりオプション機器の代金等を支払うものとします。 

 

第9条 （オプション機器の引渡し） 

当社は、オプション機器の配送方法として当社所定の配送業者による宅配便等を利用するものとします。 

2 オプション機器の配送先は、日本国内に限るものとします。 

3 当社は、売買契約締結後、概ね1週間以内に、利用者が指定する住所へオプション機器の配送を行います。かか

る配送の完了をもって、当社の売主としての引渡債務は履行されたものとし、オプション機器に対する危険の負

担は利用者に移転します。 

4 オプション機器の配送に、売買契約締結後概ね2週間以上要する場合には、当社は、当社所定の方法により利用

者に通知するものとします。 

5 本条第3項の規定にかかわらず、オプション機器の所有権は、前条に基づき利用者によるオプション機器代金の

支払いが完了したことをもって、利用者に移転するものとします。 

6 利用者はオプション機器の受領後、自己の責任においてオプション機器を管理するものとし、当社は、利用者が

改変等オプション機器に変更を加えたことにより、利用者がオプション機器正常に利用できなかったとしても責

任を負わないものとします。 

7 利用者の不在等によりオプション機器の引渡ができず、当社に返送された場合は、再度、配送するものとします。

この場合において、再配送費用は利用者の負担とします。 

 

第10条 （検査） 



 

利用者は、オプション機器の受領後、3営業日以内（以下、「検査期間」という）にオプション機器の検査を

行うものとし、当該検査に合格したときをもって検査完了とします。又、利用者は当該検査結果をただちに当社

に通知するものとします。 

2 前項に定める検査期間内に利用者から当社に対して検査結果の通知がない場合は、当該検査期間の最終日をもっ

て利用者の検査が完了したものとみなします。 

3 当社は、第1項に定める検査の結果が当社の責により不合格であった場合、利用者と協議のうえ定めた期日まで

に、オプション機器を修補、または代替品を利用者に配送し、再度第1項に定めるところの検査を受けるものと

しその後も同様とします。 

4 当社は、第 1項または第 3項の検査で不合格となったオプション機器の原因につき当社の責に帰すべき事由

がない場合には、利用者に対して修補または代替品の納入に要した費用を請求することができるものとしま

す。 

 

第11条 （オプション機器の返品等） 

当社は、前条に基づく検査不合格の場合を除き、オプション機器の返品は承りません。 

 

第12条 （売買契約の解除） 

当社は、次の各号の場合、利用者に対し通知のうえ、売買契約を解除できるものとします。この場合において、

利用者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は利用者に対し、さらに当社の被った損害の賠償を請求できるも

のとします。 

(1) 利用者が規約又は本特約に違反した場合 

(2) オプション機器の代金の支払について、利用者が当社の定める支払期日を過ぎてもなお支払を行わない場合 

2 当社が前項に基づいて売買契約を解除する場合において、その解除の時点においてオプション機器の利用者への

引渡しが完了しているときは、当社は、そのオプション機器の返還を利用者に要求することができます。利用者

は、当社が返還を要求した場合、利用者の費用負担において、かかるオプション機器を当社所定の方法により当

社に直ちに返還するものとします。 

 

第13条 （故障等） 

利用者は、オプション機器が故障・破損等により、通信に利用することができなくなったときは、当社に対して、

オプション機器の修理を請求することができるものとします。尚、費用については、当社が別に定めるものとし、

利用者はこれを支払うものとします。但し、当該オプション機器の故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由

による場合は、オプション機器の引き渡し後6か月間に限り、当社は無償により交換を行います。又、当該オプ

ション機器のメーカー保証が適用される期間内の故障・破損等については、当該メーカー保証の規定が優先され

るものとします。 

 

附則 

この特約は、2017年 9月 1日から実施します。 

以上 

 



 

容量追加チャージサービス特約 

 

第1条 （特約の適用） 

当社は、「容量追加チャージサービス特約」（以下、「本特約」といいます。）を定め、本特約により容量追加チャ

ージサービス（以下、「チャージサービス」といいます。）を提供します。 

2 用語の定義及び本特約に記載のない事項はOCC Mobile SIMサービス利用規約（以下、「規約」といいます。）に

則るものとし、本特約と規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。 

 

第2条 （契約の単位） 

チャージサービスは、本サービスのオプションサービスとして提供するものであり、当社が指定するデータ容量

を一単位として1つの本契約毎に毎月付与されるデータ通信容量（以下、「データ容量」といいます）に追加して

データ通信サービスを利用できる権利を付与するものです。 

2 当社は利用者に対し購入額に応じた、データ容量を付与するものとし、購入したデータ容量毎に、チャージサー

ビスの個別契約が成立するものとします。尚、チャージサービスの追加回数、合計追加容量に上限はありません。 

 

第3条 （サービス内容） 

利用者はチャージサービスの利用を希望する場合、当社指定の方法により、データ容量を購入するものとします。

データ容量及び金額は本特約第5条（料金）のとおりです。 

2 購入されたデータ容量には有効期限があります。有効期限は購入の月の末日までとし、翌月への繰り越しは行わ

れません。 

3 購入されたデータ容量の料金を返金することはできません。また購入を取り消すこともできません。 

4 利用者が本サービス契約を解約した場合、または当社が規約に基づき本サービス契約を解約した場合、未使用の

データ容量の権利は失効するものとします。 

 

第4条 （申込および申込の承諾等） 

チャージサービスの契約の申込をしようとする利用者は、当社が別に定める方法により当社に申込むものとしま

す。尚、毎月月末日の23:00より翌月初日の1:00については、チャージサービスの申し込みは出来ません。 

2 チャージサービス契約の申込みに対する当社の承諾は、利用者に対するデータ容量の追加をもって行うものとし

ます。なお、当社は自己の裁量によってチャージサービス契約の締結を拒絶することが出来ます。但し、正当な

理由なしに任意の拒絶はできないものとします。 

 

第5条 （料金） 

チャージサービスにおけるデータ量に応じた料金は別に定めるものとします。尚、チャージサービス料金の日割

計算は行いません。 

 

第6条 （免責事項） 

不可抗力やシステム上のトラブル等を起因として、本サービスが実施できなかったことにより、契約者に生じた

不利益、損害について、当社はその責任を負いません。 

 

附則 

この特約は、2017年 9月 1日から実施します。 

以上 



 

上り専用SIMカードサービス特約 

 

第1条 （特約の適用） 

当社は、「上り専用SIMカードサービス特約」（以下、「本特約」といいます。）を定め、本特約により容量追加チ

ャージサービス（以下、「上り専用SIMサービス」といいます。）を提供します。 

2 用語の定義及び本特約に記載のない事項はOCC Mobile SIMサービス利用規約（以下、「規約」といいます。）に

則るものとし、本特約と規約が抵触する場合は本特約が優先するものとします。 

 

第2条 （サービス内容） 

上り専用SIMサービスは、上り回線の速度や、月間利用量の制限がないサービスとなり、その詳細は別に定める

とおりとします。 

 

第3条 （最低利用期間） 

上り専用SIMサービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、個別契約毎に、規約第21条（料金の計

算方法と利用開始日）2項に定める利用開始日から起算して1年間とします。 

 

第4条 （料金及び計算方法等） 

当社が定める上り専用 SIM サービスの料金および事務手数料等の計算方法は、規約に定める場合を除き料金表

に規定するとおりとします。 

2 上り専用SIMサービス料金は、当社が当該上り専用SIMサービスの利用の開始を確認できた日を課金開始日と

します。 

3 規約第 21 条（料金の計算方法と利用開始日）に定める利用開始日が月の途中である場合、当該利用開始日の属

する月の月額基本料金に限り、当該課金開始日以降の当月日数分を暦日数で割る方法により、日割計算をします。 

4 利用者は、規約第21条（料金の計算方法と利用開始日）の定めに係らず、当社よりSIMカードを受領し、上り

専用SIMサービスの利用を開始した日より従量課金分の費用を支払うものとします。 

 

第5条 （違約金の支払義務） 

本特約第3条（最低利用期間）に定める最低利用期間満了前に、当社の債務不履行又は天変地変等の不可抗力以

外の原因により上り専用 SIM サービスが終了した場合、個別契約毎に契約終了時における最低利用期間の残余

期間に、月額基本料金を乗じた金額が違約金として発生し、利用者はこれを当社に支払うものとします。 

 

附則 

この特約は、2017年 9月 1日から実施します。 

以上 

 



▲ OCC mobile 係 FAX：098-876-7022 

 

□ 私は「OCC Mobile SIM サービス利用規約」に同意する。 

●ご契約者に関する情報（1/2） （ 記入日：西暦 20     年      月      日 ） 

契約状況 □  新規契約        □  契約内容を変更する（追加も含む） 

契約者 

個人 

フリガナ  
保

護

者 

申込人との続柄 (          ) 

氏  名 印       

※未成年者は保護者の同意による署名・捺印が必要。 
（保護者本人直筆のみ有効）ご氏名： 

法人 

フリガナ  

組織名 

（会社名） 
印       

フリガナ  

担当者名  

住    所 

〒 － 都・道・府・県 市・町・村 

連 絡 先 

TEL （               ）             － FAX （               ）             － 

日中連絡可能な連絡先（携帯電話など） （               ）             － 

E-Mail アドレス  

支払方法 
□ 銀行振込 

請求書記載の期日までに指定の金融機関口座へお振込み願います。 

弊社とのお取引の 

有 ・ 無 
□  実績あり          □  実績なし 

備 考 欄 
 

 

<<     ご案内     >> 
■サービス利用規約をよくお読み頂いた上で、ご記入ください。なお、未成年の方は保護者の方の同意が必要となります。 
■全てのサービスには別途消費税が加算されます。 
■契約者とお支払名義人が異なる場合には、確認のためご連絡を差し上げる場合がございますのでご了承ください。 
■既存会員の方は会員番号をご記入頂ければ住所のご記入は不要です。住所変更されている場合は、別途変更届けもあわせてご提出頂く必要が  
   ございますので、ご了承下さい。 

 

お申込の申請用紙が複数のページに渡っておりますので、間違い防止の為に 2 枚目の最初の欄にもう一度お申込者の氏名等をご記入頂いております。 

ご了承の上、お手数ですがご記入にご協力ください。 

 
 
  

データ専用 SIM サービス利用申込書 

 お問い合わせ先 

 

株式会社オーシーシー 

〒 901-2112 沖縄県浦添市沢岻 2-17-1 

T E L：098-876-1171    FAX：098-876-7022 

URL ：www.rik.jp/occmobile/ 

Mail：occ-mobile@occ.co.jp 

OCC mobile  係 

http://www.rik.jp/occmobile/


 

●サービス登録に関する情報（２／２）  

契約者氏名  

商品送付先 

送付先宛名 

フリガナ： 

 

送付先住所 
〒 －                                都・道・府・県                                          市 

 

建物名  

送付先電話番号  

配送方法 □ ネコポス便（50 枚まで） 送料 230 円 □ 宅急便（500 枚まで） 送料 12,00 円  

おまとめ方法 □ まとめる(配送先かつプランごと)   □まとめる(配送先ごと)   □ まとめない 

ご契約プラン 

データプラン 

（発注枚数） 

□ 1GB （   枚）  □ 3GB （   枚）   □ 5GB （   枚） 

□  7GB （   枚）  □ 10GB （   枚）    □ 30GB （   枚） 

IoT(上り専用)プラン 

（発注枚数） 
  □ ※1,2 （   枚） 

M2M プラン 

（発注枚数） 

低速無制限(200kbps) □  （   枚） 低速無制限(300kbps) □  （   枚） 

低速無制限(500kbps) □  （   枚）  □  （   枚） 

SIM サイズ 

□ 標準 SIM        □ micro SIM      □ nano SIM  

 

 

 

 

 

 

 オプション 

SMS オプション □ 有り ※1   □ 無し 

グローバル IP □ 有り     □ 無し 

閉塞接続 

グローバル IP 
□ 有り     □ 無し 

モバイルルーター 
□ レンタル ※2 □ 買い取り 

□ クレードル付レンタル ※4 □ （クレードル付）買い取り 

モバイルルーター 

発送手数料 
□ DM 便 □ 宅急便 

＜＜  ご案内  ＞＞ 

※1  SMS 送信料が送信文字数によって別途発生致します。 

※2  モバイルルータレンタル解約料：最低利用期間 1 年以内にレンタル解約をする場合は以下の解約金が発生します。 

残余期間×月額利用料 

 

 〒901-2112 沖縄県浦添市沢岻 2-17-1 株式会社 OCC OCC mobile 係 TEL：(098)876-1171 FAX：(098)876-7022 Mail：occ-mobile@occ.co.jp 


